
「子ども自立支援計画ガイドライン」についての 概要 

「．目的 

平成 16 年の児童福祉法の 改正やそれに 伴 う 児童福祉施設最低基準等の 改正 

により，より 高度な専門性を 必要とするケースを 担当することとなった 児童相談所 
や自立支援計画の 策定が義務づけられた 児童福祉施設は 、 子どもの置かれてい 

る 状況を踏まえ ，子どもの心身の 発達と健康の 状況、 及 び それぞれの子どもを 取 

り巻く家庭、 教育・児童福祉機関，近隣地域の 養育力や子どもを 中心とした相互の 

連携状態について、 より的確にアセスメント ( 実態把握，評価 ) することと共に ，これ 

に 基づいた適切な 自立支援計画を 策定することが 求められている。 
このため、 児童直立支援計画研究会 ( 委員長 : 庄司順一青山学院大学教授 ) を 

設置し，児童相談所や 児童福祉施設などの 児童福祉機関における 子ども，家庭に 

対するアセスメント 及び児童福祉施設における 自立支援計画のあ り方について 検 

訂 し、 「つの参考書として 活用できる子ども・ 家庭などに対するアセスメントと 支援 
計画         定するための「子ども 自立支     計画ガイドライン       作成した。 

2. 検討経過 

0 平成 16 年 2 月～平成 ]7 年 2 月 ( 作業委員会を 含め、 計 10 回開催 ) 

0 この間、 厚生労働科学研究と 連携し，児童相談所及び 児童福祉施設の 協力 

を 得て 2 回の試行調査を 実施し、 その結果も反映。 

3. 主な内容 

0 子ども・家庭に 対するアセスメントの 基本的な考え 方 

0 アセスメントの 方法 

0 自立支援計画策定のあ り方 

0 開発した評価 票 

0 改訂した児童記録 票 ，自立支援計画集様式など。 



4. 開発した評価票の 種類 

0 年齢別，タイプ 別の 10 種類の評価票を 作成 
・ 年齢別 : 乳児期、 幼児期，児童期，思春期、 青年期 (5 つ ) 

・相談種別 : 「養護・虐待・ 非行・育成相談 版 」、 「障害・保健相談 版 」 (2 つ ) 

5. ガイドラインの 特徴 

特に昨今、 虐待を受けた 結果、 専門的対応が 求められるケース や 、 生育 歴 等に 

も 複雑な背景をもったケースが 多くなってきていることから、 児童相談所や 児童福 
祉施設においては ，子どもやその 家族に対して 的確なアセスメントを 実施し、 援助 
指針や自立支援計画を 策定、 それに基づき 支援を実施するといった 体制を構築す 
ることが喫緊の 課題になっている。 

そのため、 子ども     底地域   士 会の， 況   参   酌総合的にアセスメント し理 一 一     
のガイドラインは + 一，定の水準を 確保しへ一人ひとりの 子どもに対するより 精度の 
高いアセスメントや 計画策定にっなげるための 基本的な内容について 提供を試み 
たものであ り、 このガイドラインは 子どもの健全な 育成が図られる 一助となることを 

期待するものであ る。 

6. 今後の予定 

04 月上旬に、 児童相談所、 児童養護施設などの 児童福祉施設などにガイドラ 

インを送付し、 具体的な相談援助活動や 自立支援活動において 参考 吉の 1 つ 

としての積極的な 活用を促す予定。 
0 なお・簡易製本することも 予定しており、 でき次第送付する 予定 (4 月下旬・ 5 

戸上旬 ) 。 


















